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３ １２ １

子
ど
も
家
庭
支
援
ワ
ー
カ
ー

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

応
募
資
格　

次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方

①
社
会
福
祉
士
ま
た
は
精
神

保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有

す
る
方

②
児
童
相
談
所
ま
た
は
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の

勤
務
経
験
を
有
す
る
方

③
普
通
自
動
車
免
許
を
有
す

る
方

④
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が

で
き
る
方

勤
務
開
始
予
定
日　

令
和
４

年
２
月
１
日
(
応
相
談
)

勤
務
日
時　

月
〜
金
曜
日

(
週
５
日
勤
務
)　

午
前
９

時
15
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
勤
務
日
は
応
相
談

※
超
過
勤
務
が
発
生
す
る
場

合
あ
り

勤
務
場
所　

子
ど
も
家
庭
支

援
セ
ン
タ
ー
(
市
役
所
３

階
子
ど
も
家
庭
支
援
課

内
)

業
務
内
容　

子
ど
も
と
家
庭

に
関
す
る
総
合
相
談
、
児

童
虐
待
や
養
育
困
難
家
庭

へ
の
支
援
お
よ
び
関
係
機

関
と
の
連
携
・
調
整
等

報
酬　

日
額
１
万
３
千
419
円

※
条
件
を
満
た
す
場
合
は
、

通
勤
手
当
・
期
末
手
当
の

支
給
、
社
会
保
険
、
労
働

保
険
の
加
入
、
有
給
休
暇

の
付
与
あ
り

募
集
人
数　

１
人

選
考
方
法　

書
類
選
考
、
面

接
試
験

募
集
期
間

10
日
(
必
着
)

ま
で

応
募
方
法　

子
ど
も
家
庭
支

援
課
に
備
え
付
け
の
申
込

書
(
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
・

記
事
ID
…
３
７
１
１
５
)

に

必

要

事

項

を

記

入

し
、
資
格
証
明
の
写
し
を

添
付
し
、
郵
送
〒
198
―

８
７
０
１
ま
た
は
直
接
子

ど
も
家
庭
支
援
課
へ

※
土
・
日
曜
日
は
申
込
書
の

配
布
お
よ
び
受
付
は
で
き

ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　

子
ど
も
家
庭

支
援
課

　

院
長
が
病
院
の
概
要
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。

日
時　

令
和
４
年
１
月
11
日

(
火
)　

午
後
２
時
30
分
〜
４

時
30
分
ご
ろ

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方　

※
団
体
申
し
込
み
不
可

内
容　

病
院
の
概
要
説
明
、
ヘ

リ
ポ
ー
ト
・
救
命
救
急
セ
ン

タ
ー
・
屋
上
庭
園
等
の
見
学

定
員　

先
着
10
人
(
予
約
制
)

申
し
込
み　

４
年
１
月
６
日
ま

で
に
電
話
☎
22
・
３
１
９
１

で
総
合
病
院
施
設
課
施
設

管
理
係
へ

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

市
立
総
合
病
院
を
見
学
し
ま
せ
ん
か

　

年
末
期
に
お
け
る
交
通
事
故

防
止
を
図
る
た
め
、
12
月
１
日

(
水
)
〜
７
日
(
火
)
に
「
Ｔ

Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
交
通
安
全
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

交
通
ル
ー
ル
の
順
守
と
正
し

い
交
通
マ
ナ
ー
を
心
が
け
、
交

通
事
故
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

重

点

項

目

①
子
ど
も
と
高
齢
者
を
は
じ
め

と
す
る
歩
行
者
の
安
全
な

通
行
の
確
保

　

通
り
慣
れ
た
道
路
で
も
、
横

断
歩
道
を
渡
る
な
ど
交
通
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

青
信
号
で
も
、
必
ず
左
右
の

安
全
を
確
認
し
て
か
ら
横
断
し

ま
し
ょ
う
。

②
飲
酒
運
転
等
の
悪
質
・
危
険

な
運
転
の
根
絶
と
歩
行
者

等
の
保
護
な
ど
安
全
運
転

意
識
の
向
上

　

飲
酒
運
転
は
、
悪
質
な
犯
罪

で
す
。「
飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い
・

乗
る
な
ら
飲
ま
な
い
」
を
絶
対

に
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

高
齢
運
転
者
は
、
視
力
や
聴

力
、
反
応
速
度
等
の
身
体
機
能

の
変
化
を
自
覚
し
、
決
し
て
無

理
を
せ
ず
、
安
全
運
転
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

③
自
転
車
の
交
通
事
故
防
止

　

自
転
車
に
乗
る
時
は
、
ル
ー

ル
と
マ
ナ
ー
を
守
り
、
携
帯
電

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

世
界
一
の
交
通
安
全
都
市
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
を
目
指
し
て

話
の
使
用
や
傘
差
し
運
転
な

ど
、
危
険
・
迷
惑
な
走
行
は
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

④
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

　

二
輪
車
の
性
能
や
自
己
の
運

転
技
能
を
過
信
す
る
こ
と
な

く
、
カ
ー
ブ
の
手
前
で
は
十
分

に
速
度
を
落
と
す
な
ど
、
安
全

運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

⑤
違
法
駐
車
対
策
の
推
進

　

違
法
駐
車
は
、
渋
滞
や
交
通

事
故
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な

り
ま
す
。絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ　

青
梅
警
察
署
☎

22
・
０
１
１
０
、
市
市
民
安

全
課
市
民
安
全
係

第
九
回
東
京
都
交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル（
令
和
三
年
度
実
施
）

都
民
安
全
推
進
本
部
長
賞

世
田
谷
区
立
芦
花
小
学
校
五
年
　森
永
　凰
太（
も
り
な
が
　お
う
た
）さ
ん
の
作
品

第
九
回
東
京
都
交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル（
令
和
三
年
度
実
施
）

都
民
安
全
推
進
本
部
長
賞

世
田
谷
区
立
芦
花
小
学
校
五
年
　森
永
　凰
太（
も
り
な
が
　お
う
た
）さ
ん
の
作
品

令和3年10月発行
（編集発行）東京都都民安全推進本部総合推進部交通安全課　電話03-5388-3125

～世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して～～世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して～
令和３年１２月１日（水）～１２月７日（火）令和３年１２月１日（水）～１２月７日（火）

令和3年令和3年

ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン

／首都交通対策協議会／首都交通対策協議会
石油系溶剤を
含まないインキを
使用しています。

青梅市まち・ひと・しごと
創生総合戦略推進懇談会

青梅市国民健康保険
運営協議会

青梅市総合長期計画審議会

日時
１２月１３日（月）
午後１時３０分から

１２月２３日（木）
午後１時３０分から

１２月２４日（金）
午前１０時から

会場
市役所２階

２０６会議室
市役所２階

２０４・２０５会議室
市役所２階

２０１・２０２会議室

内容
青梅市まち・ひと・しごと
創生総合戦略事業について　

ほか

令和４年度青梅市国民健康
保険税について　ほか

第７次青梅市総合長期計画
基本構想について　ほか

定員 ５人（抽選） ６人（抽選） １０人（抽選）

傍聴受付
当日の午後１時１０分～
２５分に会場入り口で

当日の午後１時～１５分に
会場入り口で

当日の午前９時４５分に会
場入り口で

問い合わせ 企画政策課 保険年金課給付係 企画政策課

傍 聴 に お 出 か け く だ さ い

「
税
を
考
え
る
週
間
」
小
学
生
書
道
展

　

西
多
摩
地
区
税
務
協
議
会

(
青
梅
税
務
署
、
八
王
子
都
税

事
務
所
、西
多
摩
地
区
市
町
村
)

で
は
、
租
税
教
育
の
一
環
と
し

て
、
小
学
校
高
学
年
の
児
童

が
、
暮
ら
し
の
中
で
「
税
」
を

少
し
で
も
身
近
な
も
の
と
し
て

捉
え
、「
税
」
に
対
す
る
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
第

39
回
「
税
を
考
え
る
週
間
」
書

道
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

審
査
で
入
選
し
た
、
青
梅
市

の
児
童
の
作
品
72
点
を
展
示
し

ま
す
。

日
時

12
月
14
日
(
火
)
〜
24

日
(
金
)　

午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

※
木
曜
日
は
午
後
８
時
ま
で

会
場　

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課
庶
務

係　

12
月
は
オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間

役
立
て
ま
す　

あ
な
た
の
納
税　

地
域
に
暮
ら
す　

み
ん
な
の
た

め
に

　

都
と
市
区
町
村
で
は
、
安
定

し
た
税
収
確
保
と
納
税
の
公
平

性
確
保
を
目
指
し
て
、
12
月
を

「
オ
ー
ル
東
京
滞
納
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ

強
化
月
間
」
と
位
置
づ
け
、
都

と
市
区
町
村
が
連
携
し
た
広
報

や
催
告
に
よ
る
納
税
推
進
、
差

し
押
さ
え
や
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
、

捜
索
等
の
滞
納
処
分
な
ど
、
多

様
な
徴
収
対
策
の
強
化
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

収
納
課

△滞納処分の一例
自動車へのタイヤロックの装着

お
う
め
環
境
フ
ェ
ス
タ
２
０
２
２

実
行
委
員
募
集

　

令
和
４
年
に
開
催
予
定
の

「
お
う
め
環
境
フ
ェ
ス
タ
２
０

２
２
」
の
企
画
や
運
営
に
ご
協

力
い
た
だ
け
る
実
行
委
員
を
募

集
し
ま
す
。

　

お
う
め
環
境
フ
ェ
ス
タ
は
、

自
然
と
共
生
す
る
く
ら
し
の
提

案
や
、
環
境
活
動
に
関
わ
る

人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

を
目
的
と
し
て
、
例
年
６
月
に

開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
感

染
症
対
策
の
た
め
、
市
役
所
ロ

ビ
ー
で
の
パ
ネ
ル
展
示
の
み
実

施
し
ま
し
た
が
、
次
回
は
パ
ネ

ル
展
示
に
加
え
、
青
梅
の
街
・

環
境
案
内
マ
ッ
プ
を
基
に
し
た

企
画
を
行
う
予
定
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
、
市
内
の
事
業
者

申
し
込
み　

令
和
４
年
１
月
14

日
ま
で
に
環
境
政
策
課
(
市

役
所
５
階
)
で
配
布
す
る
応

募
用
紙
(
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・

記
事
ID
…
１
１
６
２
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
)
を
次
の
い
ず

れ
か
の
方
法
で
提
出

▽
電
子
メ
ー
ル
…

div1310

@city.ome.lg.jp

▽
郵
送
…
〒
198
・
８
７
０
１
青

梅
市
環
境
政
策
課
管
理
係

▽
フ
ァ
ッ
ク
ス
…

22
・
３
５

０
８

▽
直
接
…
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

問
い
合
わ
せ　

環
境
政
策
課
管

理
係

FAX

年

末

の

粗

大

ご

み

処

理

は

お

早

め

に

　

年
末
の
粗
大
ご
み
の
収
集
は

大
変
混
み
合
い
ま
す
。
年
内
に

処
理
を
希
望
す
る
方
は
、
早
め

の
申
し
込
み
、
持
ち
込
み
を
お

願
い
し
ま
す
。
特
に
日
曜
日
の

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
へ
の
持

ち
込
み
は
大
変
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
。
緊
急
の
場
合
を
除
き

で
き
る
だ
け
平
日
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◆
自
宅
回
収

申
し
込
み
専
用
電
話
☎
23
・
５

８
０
５

※
電
話
が
つ
な
が
り
に
く
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

受
付
日
時　

月
〜
金
曜
日　

午

前
９
時
〜
午
後
５
時

収
集
日　

月
〜
金
曜
日
(
祝
日

可
)

※
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
を
除

く
◆
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
へ
の

個
人
持
ち
込
み

持
ち
込
み
で
き
る
日
時　

月
〜

金
曜
日
、
日
曜
日　

午
前
９

時
〜
午
後
４
時

※
祝
日
、
12
月
29
日
〜
１
月
３

日
を
除
く

※
市
内
の
住
所
が
確
認
で
き
る

も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
い
ず
れ
も

　

生
活
保
護
、
児
童
扶
養
手
当

(
母
子
家
庭
等
)、
特
別
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
粗
大
ご
み
の
処
理
手
数
料

が
免
除
さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る

方
は
、
申
し
込
み
の
際
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
。
持
ち
込
み
の

場
合
は
、
受
け
付
け
の
際
に
証

明
書
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

申
し
出
や
提
示
が
な
い
場
合

は
、
手
数
料
は
免
除
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
収
集
指
導
係

新
聞
紙
・
雑
誌
等
の
持
ち
去
り
防
止
に
ご
協
力
を

　

市
の
回
収
へ
出
し
た
資
源
物

(
新
聞
紙
・
雑
誌
等
)
を
持
ち

去
る
こ
と
は
、
条
例
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
定
期
的
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ

を
使
っ
た
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
で

取
り
締
ま
り
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

持
ち
去
り
を
見
か
け
た
場
合

は
、
場
所
、
時
間
等
を
清
掃
リ

サ
イ
ク
ル
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
清
掃
係

粗
大
ご
み
等
の
不
法
投
棄
へ
の
自
衛
策
に
ご
協
力
を

　

不
法
投
棄
は
、
犯
罪
で
あ
り
、

法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
不
法
投
棄
へ
の
対

策
と
し
て
、
環
境
美
化
委
員
や

青
梅
警
察
署
の
協
力
に
よ
り
随

時
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
ほ
か
、
不

法
投
棄
の
防
止
を
呼
び
掛
け
る

看
板
等
を
設
置
し
て
い
ま
す
が
、

依
然
と
し
て
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

　

不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
の
処

分
は
、
土
地
所
有
者
へ
お
願
い

し
て
い
ま
す
。
土
地
所
有
者
の

皆
さ
ん
は
、
捨
て
ら
れ
な
い
よ

う
自
衛
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

清
掃
リ
サ
イ
ク

ル
課
収
集
指
導
係


